
○

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
発
行
価
格
等
の
公
表
の
方
法
）

（
発
行
価
格
等
の
公
表
の
方
法
）

第
十
四
条
の
二

法
第
十
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
十
四
条
の
二

法
第
十
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

日
刊
新
聞
紙
の
う
ち
一
以
上
に
掲
載
し
、
か
つ
、
発
行
者
又
は
そ
の
有
価

二

日
刊
新
聞
紙
の
う
ち
一
以
上
に
掲
載
し
、
か
つ
、
発
行
者
又
は
そ
の
有
価

証
券
を
募
集
若
し
く
は
売
出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
若
し
く
は
売
り
付
け
よ

証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る

う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事

さ
れ
た
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法

項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法

三

発
行
者
及
び
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
又

（
新
設
）

は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方

法
（
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ

り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
相
手
方
に
当
該
事
項
を
閲
覧
し

た
こ
と
を
直
接
に
確
認
す
る
場
合
に
限
る
。
）

２

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
あ

る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ

つ
て
は
、
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り

、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
閲
覧
可
能
な
状

付
け
よ
う
と
す
る
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
閲
覧
可
能
な
状
態
を
維
持
し

［別紙２］
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態
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
二
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
60）

 
（
略
）
 

（
61）

 
連
結
貸
借
対
照
表
 

最
近
２
連
結
会
計
年
度
末
現
在
に
お
け
る
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
て
比
較
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
連
結
会
計
年
度
と
す
る
会
社
が
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま

で
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
四
半
期
連
結
貸

借
対
照
表
（
特
定
事
業
会
社
（
第
17条

の
15第

２
項
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
ｂ
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
）
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。

 

ａ
 
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
（
61）

及
び
（
66）

の
ｂ
に
お
い
て
「
次
の
連
結
会
計
年

度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
61）

に
お
い
て
「
第
１
四
半
期
連
結
会
計

期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
令
第
４
条
の
２
の
10第

３
項
に
規
定
す
る
期
間
（
提
出
会
社
が
特
定
事
業
会
社
で
あ
る
場

合
に
は
、
令
第
４
条
の
２
の
10第

４
項
に
規
定
す
る
期
間
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
「
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
を

経
過
す
る
日
か
ら
第
１
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
61）

に
お
い
て
「
第
２

四
半
期
連
結
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
連
結
会
計

年
度
に
お
け
る
第
１
四
半
期
連
結
会
計
期
間
 

ｂ
 
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
連
結
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
連
結
会
計

年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
61）

に
お
い
て
「
第
３
四

半
期
連
結
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年

度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
連
結
会
計
期
間
 

ｃ
 
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
連
結
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
連
結
会
計

年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
の
記
載
が
可
能
と
な
る
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
３
四

半
期
連
結
会
計
期
間
 

ま
た
、
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
連
結
会
計
年
度
と
す
る
会
社
が
次
の
連
結
会
計
年
度
開

始
の
日
か
ら
起
算
し
て
９
箇
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
に
係

る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。
 

（
62）

～
（
65）

 
（
略
）
 

（
66）

 
そ
の
他
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
次
の
 
か
ら
 
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
 
か
ら
 
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載

す
る
こ
と
。
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
３
箇
月
を
経
過
し
た
日
か

ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
連
結
貸
借
対

照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
３
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
連
結
財
務

諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
６
箇
月
を
経
過
し
た
日
か

ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
連
結
貸
借
対

第
二
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
60）

 
（
略
）
 

（
61）

 
連
結
貸
借
対
照
表
 

最
近
２
連
結
会
計
年
度
末
現
在
に
お
け
る
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
て
比
較
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
連
結
会
計
年
度
と
す
る
会
社
が
最
近
連
結
会
計
年

度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
に
届
出
書
を
提

出
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
直
近
の
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
（
特
定
事
業
会

社
（
第
17条

の
15第

２
項
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
ｂ
に
定
め
る

期
間
を
経
過
し
た
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
は
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
）
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。
 

ａ
 
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
令
第
４
条
の
２

の
10第

３
項
に
規
定
す
る
期
間
（
提
出
会
社
が
特
定
事
業
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
令
第
４
条
の
２
の
10第

４
項
に
規
定

す
る
期
間
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
「
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
の
最

初
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
 

ｂ
 
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
提
出
期
間
を
経

過
し
た
日
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
翌
四
半
期
連
結
会
計
期
間
 

ｃ
 
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
９
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
提
出
期
間
を
経

過
し
た
日
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
翌
々
四
半
期
連
結
会
計
期
間
 

      ま
た
、
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
連
結
会
計
年
度
と
す
る
会
社
が
最
近
連
結
会
計
年
度
の

次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
９
箇
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次

の
連
結
会
計
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。
 

（
62）

～
（
65）

 
（
略
）
 

（
66）

 
そ
の
他
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
次
の
 
か
ら
 
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
 
か
ら
 
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載

す
る
こ
と
。
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
３

箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ

り
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
３
箇
月
の
業
績
の
概

要
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
６

箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ
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照
表
を
掲
げ
た
場
合
（
特
定
事
業
会
社
が
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
 
当
該

次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
（
特
定
事
業
会
社
の
場
合
に
は
、
中

間
連
結
財
務
諸
表
）
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

  
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
９
箇
月
を
経
過
し
た
日
か

ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
連
結
貸
借
対

照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
９
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
連
結
財
務

諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
７
箇
月
か
ら
９
箇
月
ま
で
の

期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ
り
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ

た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に

よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
13箇

月
経
過
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度

の
業
績
の
概
要
（
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

ｃ
・
ｄ
 
（
略
）
 

（
67）

 
（
略
）
 

（
68）

 
貸
借
対
照
表
 

最
近
２
事
業
年
度
末
現
在
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
て
比
較
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
（
特
定
事
業
会
社
及
び
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
会
社

に
限
る
。
(74)に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
期

間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
特
定
事
業
会
社
が
ａ
及
び
ｃ
に
掲
げ
る
期
間

に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
四
半
期
貸
借
対
照
表

（
特
定
事
業
会
社
が
ｂ
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
中
間
貸
借
対
照
表
）
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。

 

 

ａ
 
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
（
68）

並
び
に
（
74）

の
ｂ
及
び
ｃ
に
お
い
て
「
次
の
事
業
年
度
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
68）

に
お
い
て
「
第
１
四
半
期
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）

終
了
後

提
出

期
間

を
経
過

す
る
日

か
ら
次

の
事

業
年

度
に

お
け

る
第

１
四
半

期
会

計
期
間
の

次
の

四
半

期
会
計

期
間

（
以
下
こ
の
（
68）

に
お
い
て
「
第
２
四
半
期
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま

で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
１
四
半
期
会
計
期
間
 

ｂ
 
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る

第
２
四
半
期
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
68）

に
お
い
て
「
第
３
四
半
期
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）

終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
会
計
期
間
 

ｃ
 
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
事
業
年
度
に
係
る
貸

借
対
照
表
の
記
載
が
可
能
と
な
る
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
会
計
期
間
 

ま
た
、
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
次
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か

ら
起
算
し
て
９
箇
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対

照
表
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。
 

（
69）

～
（
73）

 
（
略
）
 

（
74）

 
そ
の
他
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
に
お
い
て
は
、
次
の
 
か
ら
 
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
 
か
ら
 
ま

で
に
定
め
る
事
項
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
(66)の

ｂ
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
て
い

る
場
合
に
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
３
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提

出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
貸
借
対
照
表
を
掲

り
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
（
特
定
事
業
会
社
が
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
含
む
。
）

を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
（
特
定
事
業
会

社
の
場
合
に
は
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
）
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
９

箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ

り
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
９
箇
月
の
業
績
の
概

要
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
７
箇

月
か
ら
９
箇
月
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(61)た

だ
し
書
に
よ
り
中
間
連

結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
中
間
連

結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
13箇

月
経
過
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
 
当

該
次
の
連
結
会
計
年
度
の
業
績
の
概
要
（
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

ｃ
・
ｄ
 
（
略
）
 

（
67）

 
（
略
）
 

（
68）

 
貸
借
対
照
表
 

最
近
２
事
業
年
度
末
現
在
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
て
比
較
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
（
特
定
事
業
会
社
及
び
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
会
社

に
限
る
。
(74)に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度

開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
特
定
事
業

会
社
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
会
社
を
除
く
。
）
が
ａ
及
び
ｃ
に
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
に
届

出
書
を
提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
四
半
期
貸
借
対
照
表
（
特

定
事
業
会
社
が
ｂ
に
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
中
間
貸
借
対
照
表
）
を
併
せ
て
掲
げ

る
こ
と
。
 

ａ
 
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
提
出
期
間
を
経
過
し
た
日
 

 
当
該
次
の
事
業
年
度
の
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
 

ｂ
 
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
提
出
期
間
を
経
過
し
た
日

当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
の
翌
四
半
期
会
計
期
間
 

ｃ
 
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
９
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
提
出
期
間
を
経
過
し
た
日

当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
の
翌
々
四
半
期
会
計
期
間
 

   

 

ま
た
、
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業

年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
９
箇
月
を
経
過
す
る
日
以
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
事
業
年
度
に

係
る
中
間
貸
借
対
照
表
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。
 

（
69）

～
（
73）

 
（
略
）
 

（
74）

 
そ
の
他
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
に
お
い
て
は
、
次
の
 
か
ら
 
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
 
か
ら
 
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
(66)の

ｂ
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
て
い

る
場
合
に
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
３
箇
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期

-4-



げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
３
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る

記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
６
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提

出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
貸
借
対
照
表
を
掲

げ
た
場
合
（
特
定
事
業
会
社
が
中
間
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度

開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸
表
（
特
定
事
業
会
社
の
場
合
に
は
、
中
間
財
務
諸
表
）
の
形
式
に

よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
９
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提

出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
貸
借
対
照
表
を
掲

げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
９
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る

記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
７
箇
月
か
ら
９
箇
月
ま
で
の
期
間

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
中
間
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を

除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
中
間
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な

と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
13箇

月
経
過
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
 
当
該
次
の
事
業
年
度
の
業
績
の

概
要
（
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

ｃ
 
６
箇
月
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
７
箇
月
経
過
後
に
届
出
書
を
提

出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
事
業
年
度
の
業
績
の
概
要
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
財
務
諸

表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
(66)の

ｂ
に
規
定
す
る
事

項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｄ
・
ｅ
 
（
略
）
 

（
75）

～
（
87）

 
（
略
）
 

貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
３
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸

表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
６
箇
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期

貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
（
特
定
事
業
会
社
が
中
間
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
 
当

該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸
表
（
特
定
事
業
会
社
の
場
合
に
は
、
中
間
財
務

諸
表
）
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
９
箇
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期

貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
９
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸

表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
７
箇
月
か
ら
９

箇
月
ま
で
の
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
(68)た

だ
し
書
に
よ
り
中
間
貸
借
対
照
表

を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
中
間
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ

る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
13箇

月
経
過
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
 
当
該
次
の
事

業
年
度
の
業
績
の
概
要
（
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）

ｃ
 
６
箇
月
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
に
お
い
て
、
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
７
箇
月
経
過
後

に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
事
業
年
度
の
業
績
の
概
要
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
な

お
、
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
(66)の

ｂ
に
規

定
す
る
事
項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｄ
・
ｅ
 
（
略
）
 

（
75）

～
（
87）

 
（
略
）
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○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
二
号
の
四
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
 
（
略
）
 

第
二
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
～
第
４
 
（
略
）
 

第
５
【
経
理
の
状
況
】
 

 
１
【
連
結
財
務
諸
表
等
】
 

 
 
 
【
連
結
財
務
諸
表
】
 

 
 
 
①
【
連
結
貸
借
対
照
表
】
（
10－

２
）
 

 
 
 
②
～
⑤
 
（
略
）
 

 
 
 
【
そ
の
他
】
（
10－

３
）
 

 
２
【
財
務
諸
表
等
】
 

 
 
 
【
財
務
諸
表
】
 

 
 
 
①
【
貸
借
対
照
表
】
（
10－

４
）
 

 
 
 
②
～
⑤
 
（
略
）
 

 
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
【
そ
の
他
】
（
10－

５
）
 

第
６
・
第
７
 
（
略
）
 

第
三
部
・
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
10）

 
（
略
）
 

（
10－

２
）
 
連
結
貸
借
対
照
表
 

最
近
２
連
結
会
計
年
度
末
現
在
に
お
け
る
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
て
比
較
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
１
年
を
１
連
結
会
計
年
度
と
す
る
会
社
が
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
（
特
定
事
業
会
社
（
第
17条

の
15第

２
項
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
ｂ
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提

出
す
る
場
合
に
は
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
）
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。
 

ａ
 
最
近
連
結
会
計
年
度
の
次
の
連
結
会
計
年
度
（
以
下
こ
の
（
10－

２
）
及
び
（
10－

３
）
の
ｂ
に
お
い
て
「
次
の
連
結

会
計
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
10－

２
）
に
お
い
て
「
第
１
四
半
期

連
結
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
令
第
４
条
の
２
の
10第

３
項
に
規
定
す
る
期
間
（
提
出
会
社
が
特
定
事
業
会
社
で

あ
る
場
合
に
は
、
令
第
４
条
の
２
の
10第

４
項
に
規
定
す
る
期
間
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
「
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）

を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
１
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
以
下

こ
の
（
10－

２
）
に
お
い
て
「
第
２
四
半
期
連
結
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該

次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
１
四
半
期
連
結
会
計
期
間
 

ｂ
 
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
連
結
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
連
結
会
計

年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
10－

２
）
に
お
い
て
「
第
３

四
半
期
連
結
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年

度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
連
結
会
計
期
間
 

ｃ
 
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
連
結
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
連
結
会
計

年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
の
記
載
が
可
能
と
な
る
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
第
３
四

第
二
号
の
四
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
 
（
略
）
 

第
二
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
～
第
４
 
（
略
）
 

第
５
【
経
理
の
状
況
】
 

 
１
【
連
結
財
務
諸
表
等
】
 

 
 
 
【
連
結
財
務
諸
表
】
 

 
 
 
①
【
連
結
貸
借
対
照
表
】
 

 
 
 
②
～
⑤
 
（
略
）
 

 
 
 
【
そ
の
他
】
 

 
２
【
財
務
諸
表
等
】
 

 
 
 
【
財
務
諸
表
】
 

 
 
 
①
【
貸
借
対
照
表
】
 

 
 
 
②
～
⑤
 
（
略
）
 

 
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
【
そ
の
他
】
 

第
６
・
第
７
 
（
略
）
 

第
三
部
・
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
10）

 
（
略
）
 

（
新
設
）
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半
期
連
結
会
計
期
間
 

(10－
３
) 

そ
の
他
 

ａ
 
最
近
連
結
会
計
年
度
終
了
後
届
出
書
提
出
日
ま
で
に
、
資
産
・
負
債
に
著
し
い
変
動
及
び
損
益
に
重
要
な
影
響
を
与

え
た
事
実
又
は
与
え
る
こ
と
が
確
実
に
予
想
さ
れ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
当
該
届
出
書
の
他
の
箇
所
に
含
め
て
記
載
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
を
要
し
な
い
。
 

ｂ
 
次
の
 
か
ら
 
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
 
か
ら
 
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載

す
る
こ
と
。
 

 
 
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
３
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出

書
を
提
出
す
る
場
合
（
(10－

２
)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該

次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
３
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き

は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
６
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出

書
を
提
出
す
る
場
合
（
(10－

２
)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
（
特
定
事
業
会
社
が

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業

績
の
概
要
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
（
特
定
事
業
会
社
の
場
合
に
は
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
）
の
形
式
に
よ
る
記
載

が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
９
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出

書
を
提
出
す
る
場
合
（
(10－

２
)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
連
結
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該

次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
９
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き

は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
連
結
会
計
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
13箇

月
経
過
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
 
当
該
次
の
連
結
会
計
年
度

の
業
績
の
概
要
（
連
結
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）

ｃ
 
提
出
会
社
が
、
法
第
24条

の
４
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
四
半
期
報
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、

最
近
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
各
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
当
該
連
結
会
計
期
間
の
最
後
の
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
以

下
こ
の
ｃ
に
お
い
て
「
最
終
四
半
期
連
結
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
に

つ
い
て
、
四
半
期
連
結
会
計
期
間
の
順
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
売
上
高
 

 
 
税
金
等
調
整
前
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
税
金
等
調
整
前
四
半
期
純
損
失
金
額
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第

76条
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
金
等
調
整
前
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
税
金
等
調
整
前
四
半
期

純
損
失
金
額
（
最
終
四
半
期
連
結
会
計
期
間
に
係
る
税
金
等
調
整
前
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
税
金
等
調
整
前
四
半

期
純
損
失
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
算
出
し
た
も
の
）
を
い
う
。
）
 

 
 
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
四
半
期
純
損
失
金
額
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
77条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
四
半
期
純
損
失
金
額
（
最
終
四
半
期
連
結
会
計
期
間
に
係
る
四

半
期
純
利
益
金
額
又
は
四
半
期
純
損
失
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
算
出
し
た
も
の
）
を
い
う
。
）
 

 
 
１
株
当
た
り
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
１
株
当
た
り
四
半
期
純
損
失
金
額
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
78条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
１
株
当
た
り
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
１
株
当
た
り
四
半
期
純

損
失
金
額
（
最
終
四
半
期
連
結
会
計
期
間
に
係
る
１
株
当
た
り
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
１
株
当
た
り
四
半
期
純
損

失
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
算
出
し
た
も
の
）
を
い
う
。
）
 

ｄ
 
企
業
集
団
の
営
業
そ
の
他
に
関
し
重
要
な
訴
訟
事
件
等
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
10－

４
）
 
貸
借
対
照
表
 

最
近
２
事
業
年
度
末
現
在
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
て
比
較
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
（
特
定
事
業
会
社
及
び
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
会
社
に
限
る
。

(10－
５
)に

お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
（
四
半
期
連
結
財
務

諸
表
を
作
成
し
て
い
る
特
定
事
業
会
社
が
 
及
び
 
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
四
半
期
貸
借
対
照
表
（
特
定
事
業
会
社
が
ｂ
に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を

提
出
す
る
場
合
に
は
、
中
間
貸
借
対
照
表
）
を
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
。
 

ａ
 
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
（
10－

４
）
並
び
に
（
10－

５
）
の
ｂ
及
び
ｃ
に
お
い
て
「
次
の
事

 （
新
設
）
 

                                     （
新
設
）
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業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
10－

４
）
に
お
い
て
「
第
１
四
半
期
会
計

期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
１
四
半
期
会
計
の
次
の
四
半

期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
10－

４
）
に
お
い
て
「
第
２
四
半
期
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過

す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
１
四
半
期
会
計
期
間
 

ｂ
 
次
の
事
業
年

度
に
お
け
る

第
２
四
半

期
会
計
期

間
終
了
後
提
出
期

間
を
経
過

す
る
日
か
ら

次
の
事
業

年
度
に
お
け

る
第
２
四
半
期
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
（
10－

４
）
に
お
い
て
「
第
３
四
半
期
会
計
期
間
」

と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
会

計
期
間
 

ｃ
 
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
事
業
年
度
に
係
る
貸

借
対
照
表
の
記
載
が
可
能
と
な
る
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
会
計
期
間
 

（
10－

５
）
 
そ
の
他
 

ａ
 
最
近
事
業
年
度
終
了
後
届
出
書
提
出
日
ま
で
に
、
資
産
・
負
債
に
著
し
い
変
動
及
び
損
益
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た

事
実
又
は
与
え
る
こ
と
が
確
実
に
予
想
さ
れ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
届
出
書
の
他
の
箇
所
に
含
め
て
記
載
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
を
要
し
な
い
。
 

ｂ
 
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
に
お
い
て
は
、
次
の
 
か
ら
 
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
 
か
ら
 
ま

で
に
定
め
る
事
項
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
(10－

３
)の

ｂ
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し

て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
３
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を

提
出
す
る
場
合
（
(10－

４
)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業

年
度
開
始
後
３
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
６
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を

提
出
す
る
場
合
（
(10－

４
)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
（
特
定
事
業
会
社
が
中
間
貸
借

対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業
年
度
開
始
後
６
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期

財
務
諸
表
（
特
定
事
業
会
社
の
場
合
に
は
、
中
間
財
務
諸
表
）
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式

に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
９
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
届
出
書
を

提
出
す
る
場
合
（
(10－

４
)た

だ
し
書
に
よ
り
四
半
期
貸
借
対
照
表
を
掲
げ
た
場
合
を
除
く
。
）
 
当
該
次
の
事
業

年
度
開
始
後
９
箇
月
の
業
績
の
概
要
（
四
半
期
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 
 
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
13箇

月
経
過
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
 
当
該
次
の
事
業
年
度
の
業
績
の

概
要
（
財
務
諸
表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

ｃ
 
６
箇
月
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
に
お
い
て
、
次
の
事
業
年
度
開
始
後
お
お
む
ね
７
箇
月
経
過
後
に
届
出
書
を
提

出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
事
業
年
度
の
業
績
の
概
要
を
前
年
同
期
と
比
較
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
財
務
諸

表
の
形
式
に
よ
る
記
載
が
可
能
な
と
き
は
、
当
該
形
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
(10－

３
)の

ｂ
に
規
定
す

る
事
項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｄ
 
提
出
会
社
が
、
法
第
24条

の
４
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
四
半
期
報
告
書
を
提
出
し
た
場
合
で
あ
っ

て
、
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
各
四
半
期
会
計
期
間
（
当
該

事
業
年
度
の
最
後
の
四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
ｄ
に
お
い
て
「
最
終
四
半
期
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）

に
係
る
次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
に
つ
い
て
、
四
半
期
会
計
期
間
の
順
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
売
上
高
 

 
 
税
引
前
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
四
半
期
純
損
失
金
額
（
四
半
期
財
務
諸
表
等
規
則
第
68条

の
規
定
に
よ

り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
引
前
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
四
半
期
純
損
失
金
額
（
最
終
四
半
期
会
計

期
間
に
係
る
税
引
前
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
四
半
期
純
損
失
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
算
出

し
た
も
の
）
を
い
う
。
）
 

 
 
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
四
半
期
純
損
失
金
額
（
四
半
期
財
務
諸
表
等
規
則
第
69条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
四
半
期
純
損
失
金
額
（
最
終
四
半
期
会
計
期
間
に
係
る
四
半
期
純

          （
新
設
）
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利
益
金
額
又
は
四
半
期
純
損
失
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
算
出
し
た
も
の
）
を
い
う
。
）
 

 
 
１
株
当
た
り
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
１
株
当
た
り
四
半
期
純
損
失
金
額
（
四
半
期
財
務
諸
表
等
規
則
第
70条

第

１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
１
株
当
た
り
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
１
株
当
た
り
四
半
期
純
損

失
金
額
（
最
終
四
半
期
会
計
期
間
に
係
る
１
株
当
た
り
四
半
期
純
利
益
金
額
又
は
１
株
当
た
り
四
半
期
純
損
失
金
額

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
算
出
し
た
も
の
）
を
い
う
。
）
 

e 
提
出
会
社
の
営
業
そ
の
他
に
関
し
重
要
な
訴
訟
事
件
等
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
11）

～
（
14）

 
（
略
）
 

      （
11）

～
（
14）

 
（
略
）
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○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
七
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
52）

 
（
略
）
 

（
53）

 
財
務
書
類
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
財
務
書
類
は
、
最
近
２
事
業
年
度
（
附
属
明
細
表
に
つ
い
て
は
最
近
１
事
業
年
度
）
の
も
の
を
掲
げ
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
次
の
 
か
ら
 
ま
で

に
掲
げ
る
期
間
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
か
ら
 
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
四
半
期
財
務
書

類
も
掲
げ
る
こ
と
。
 

 
 
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
ｂ
に
お
い
て
「
次
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
最
初
の

四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
ｂ
に
お
い
て
「
第
１
四
半
期
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）
終
了
後
令
第
４
条
の
２
の
10

第
３
項
に
規
定
す
る
期
間
（
以
下
こ
の
ｂ
に
お
い
て
「
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
事
業
年

度
に
お
け
る
第
１
四
半
期
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
ｂ
に
お
い
て
「
第
２
四
半
期
会
計
期
間
」

と
い
う
。
）
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
１
四
半
期

会
計
期
間
 

 
 
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
事
業
年
度
に
お
け

る
第
２
四
半
期
会
計
期
間
の
次
の
四
半
期
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
ｂ
に
お
い
て
「
第
３
四
半
期
会
計
期
間
」
と
い
う
。
）

終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
２
四
半
期
会
計
期
間
 

 
 
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
会
計
期
間
終
了
後
提
出
期
間
を
経
過
す
る
日
か
ら
次
の
事
業
年
度
に
係
る

財
務
書
類
の
記
載
が
可
能
と
な
る
日
ま
で
の
期
間
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
３
四
半
期
会
計
期
間
 

ま
た
、
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
次
の
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
起
算
し
て
８
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
事
業
年
度
に
係
る
中
間
財

務
書
類
も
掲
げ
る
こ
と
。
 

（
54）

～
（
69）

 
（
略
）
 

第
七
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
価
証
券
届
出
書
 

（
略
）
 

第
一
部
～
第
四
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
１
）
～
（
52）

 
（
略
）
 

（
53）

 
財
務
書
類
 

ａ
 
（
略
）
 

ｂ
 
財
務
書
類
は
、
最
近
２
事
業
年
度
（
附
属
明
細
表
に
つ
い
て
は
最
近
１
事
業
年
度
）
の
も
の
を
掲
げ
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
最
近
事
業
年
度
の
次

の
事
業
年
度
開
始
の

日
か
ら
起

算
し
て

次
の
 
か

ら
 
ま
で
に

定
め
る
期

間
を
経
過

し
た
後

に
届
出
書
を
提

出
す
る

場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
か
ら
 
ま
で
に
定
め
る
期
間
に
係
る
直
近
の
四
半
期
財
務
書
類
も
掲
げ
る
こ
と
。
 

 
 
最
近

事
業
年
度
の
次

の
事
業
年
度

開
始
の
日
か
ら

起
算
し
て
３

箇
月
を
経
過
し
た
日

以
後
令
第
４
条

の
２
の
10

第
３
項
に
規
定
す
る
期
間
（
以
下
こ
の
ｂ
に
お
い
て
「
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
た
日
 
当
該
次
の
事
業

年
度
の
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
 

 
 
最
近

事
業
年
度
の
次

の
事
業
年
度

開
始
の
日
か
ら

起
算
し
て
６

箇
月
を
経
過
し
た
日

以
後
提
出
期
間

を
経
過
し

た
日
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
の
翌
四
半
期
会
計
期
間
 

 
 
最
近

事
業
年
度
の
次

の
事
業
年
度

開
始
の
日
か
ら

起
算
し
て
９

箇
月
を
経
過
し
た
日

以
後
提
出
期
間

を
経
過
し

た
日
 
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
最
初
の
四
半
期
会
計
期
間
の
翌
々
四
半
期
会
計
期
間
 

    ま
た
、
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
会
社
に
お
い
て
、
１
年
を
１
事
業
年
度
と
す
る
会
社
が
最
近
事
業
年
度
の
次
の
事

業
年
度
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
８
箇
月
を
経
過
し
た
日
以
後
に
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
次
の
事
業
年

度
に
係
る
中
間
財
務
書
類
も
掲
げ
る
こ
と
。
 

（
54）

～
（
69）

 
（
略
）
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